
指定管理者評価シート 
令和４年度 都市公園施設 

Ⅰ 適切な管理運営の確保 

 １ 施設の設置目的、基本方針等 

 施設の設置目的及び管理の基本方針の達成に向けた取組がなされているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ａ 

◆ 施設の設置目的の理解度 

  職員、嘱託職員、契約職員等を対象に、市都市公園条例及

び同施行規則並びに関係法令等についての研修会を年度当

初や新規就業時に実施し、施設の設置目的の理解度を深め

た。 

◆ 施設の設置目的の達成度 

新型コロナウイルス感染症の影響により、不特定多数が参

加する形の自主事業については、昨年同様中止としたが、各

種スポーツ教室については、感染拡大防止ガイドラインに沿

い、感染症対策を講じながら開催するとともに、花苗生産や

花壇整備等の都市緑化を推進することで、コロナ禍により疲

弊した市民のリフレッシュ・気分転換等に貢献することができ

たと考える。 

◆ 基本方針の明文化、◆ 基本方針の周知状況 

サービス水準を高め、一層の利用促進を図るため、基本方

針を明文化するとともに、各館窓口等へ掲示し利用者への周

知に努めた。また、利用者の利便性をこれまで以上に高める

ため、さらなるサービス向上を目指し、基本方針を全職員に

周知するとともに（一財）会津若松市公園緑地協会スタンダー

ド（行動規準）に基づいた行動を徹底した。 

◆ 平等利用の確保 

  地方自治法第 244 条第 2 項及び第 3 項に基づき、正当な

理由なしに市民の施設利用を拒んだり、施設利用について不

当な差別的取扱いを行わず、年齢や性別、障がいの有無にか

かわらず、すべての市民が平等に施設を利用できるよう適正

な利用許可や利用調整及び適切な施設整備により、利用者の

平等かつ安全な施設利用を確保した。 

大規模行事等については、市及び市教育委員会との協議

により決定した大規模行事等調整基準に基づき日程を調整

し、市体育協会、会津体育協会の加盟団体を対象とした「大

規模行事等利用調整会議」並びに各体育協会加盟団体以外

（各種企業、団体、各教育機関等）の行事を対象とした「大規

模行事等利用抽選会」を開催することで、円滑かつ平等な利

用の確保に努めた。 
   また、練習等利用についても平等利用を確保するため、市

情報統計課と連携した市公共施設予約システムによるオンラ

インでの利用抽選を屋内施設は年２回、屋外施設は年１回開

催した。オンラインでの利用抽選は利便性の向上に加え、新型

コロナウイルス感染症拡大防止策としても効果があったと考

える。 

  なお、練習等利用抽選への参加に際し、傷害保険または体

育協会加盟団体への登録を条件とすることにより、施設利用

時におけるケガや施設の破損等の非常時の対応も担保した。 

・施設の設置目的の 

 理解度 

 

・施設の設置目的の 

 達成度 

 

・基本方針の明文化 

 

・基本方針の周知状 

 況 

 

・平等利用の確保 
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 最終評価 所  見  

Ａ 

・ オンライン抽選申込機能を構築することにより、接触の機会

を減らすことによる新型コロナウイルス感染症のリスク回避は

基より、窓口に赴くことが難しい利用者もオンラインで抽選会

（屋内施設は年２回、屋外施設は年１回開催）に申し込むこと

ができるようになり、利用者の平等性の確保に寄与した点を

評価する。 

 

・ また、ウェブでの手続きが苦手な方に対しては、代行で手続

きをするなど、オンライン抽選会に誰でも参加できるよう、きめ

細やかな対応を行うとともに、平等性の確保を図った点につ

いて評価する。 

 

・ 基本方針を各館窓口へ掲示、職員への研修会の実施によ

り、施設の設置目的と管理運営の基本方針の理解とその達成

に努めていたと評価する。 

 

・ 基準に基づいた適正な利用調整や利用許可、大規模行事

に係る各種団体との調整・協議により、平等利用の確保に努

めていたと評価する。 

 

・ 利用抽選会への参加条件（傷害保険の加入または体育協

会加盟団体への登録）を定めることで、利用時の怪我、施設

の破損等への対応にも配慮しながら、設置目的の達成及び平

等利用の確保に努めていたと評価する。 

 

 ２ 適切な管理の履行 

 開館時間、個人情報の管理、定期報告等は、仕様どおり遵守されているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ｓ 

◆ 供用時間、開館日の遵守 

  市都市公園条例に定める供用時間、開館日の遵守を原則

としたが、一部施設において利用者サービス向上のため、供

用時間、開館日を延長した。 

◆ 供用時間等を変更した際の利用者への周知、 

  市への承認 

利用者サービス向上及び施設の有効活用を図るため、夏

休み期間中は、あいづ総合体育館、あいづ陸上競技場、鶴ヶ

城体育館の供用時間を午前７時からとし、冬期間について

は、会津総合運動公園テニスコートやサッカー・ラグビー場、

門田緑地、大川緑地の供用日を延長するとともに、屋内施設

の供用日を 12 月 30 日まで延長し、各体育館窓口や各施設

の掲示板、当協会ホームページ、練習等利用抽選会の案内に

より利用者へ周知した。 

・供用時間、開館日の 

 遵守 

 

・供用時間等を変更 

 した際の利用者への 

 周知、市への承認 

 

・個人情報の適切な 

 管理 

 

・適切な定期報告 
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供用日や供用時間等を変更する際は、漏れなく市と協議

し、承認を得たうえで実施した。 

◆ 個人情報の適切な管理 

  個人情報の保護に関する法律及び市個人情報保護条例並

びに当協会個人情報保護規程に準じ、管理運営業務上知り

得た個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損等の事故を防止

した。 

   紙媒体の個人情報は、部外者の目に触れないよう厳格に保

管し、保管期限を経過したものはシュレッダー等で粉砕した

後、廃棄処分した。電子媒体の個人情報については、ID・パス

ワードの設定並びにウイルス対策ソフトにより PC のセキュリテ

ィーを強化するとともに、記録媒体等による個人情報の持ち出

しを禁じることで、不正アクセスや個人情報漏えい等の事故を

防止した。 

◆ 適切な定期報告 

  前年度分の事業報告書、翌年度分の大規模行事等の日

程、４半期毎の進捗状況報告書、毎月の月例報告書を協定書

で定められた内容により作成し、遅滞なく市へ報告した。 

 

最終評価 所  見 

Ｓ 

・ 冬期間の降雪がない場所については、会津総合運動公園テ

ニスコートやサッカー・ラグビー場、門田緑地、大川緑地にお

いて、市の承認を得ながら、条例に規定された以上の供用を

拡大することで、利用者ニーズに応じた施設の活用を図った

ことに加え、熱中症予防対策として、夏休み期間中にあいづ

総合体育館、あいづ陸上競技場、鶴ケ城体育館において供用

時間を午前７時からとしたことについても高く評価する。 

 

・ 個人情報の管理については、市の条例のほか、独自に設け

る内部規定に基づき、適正に保管・管理されていたと評価す

る。 

 

・ 仕様書及び協定書で定められた定期報告については、適正

な内容で、遅滞なく提出されていたと評価する。 

 

 ３ 職員の状況 

 職員の勤務形態、人員体制は適切か、また、職員による利用者への接遇は良好か。 

 ◆ 計画に沿った人員配置、役割分担 

  事業計画に基づいた人員配置・役割分担を実施するととも

に、全職員が当協会スタンダード（行動規準）に基づいて行動

することにより、適正な管理運営の実現と利用者サービスのさ

らなる向上に努めた。 

   また、大会やイベント等で大規模な準備が必要な場合は、

職員の勤務時間を早めるなど勤務体制を調整し、大会・イベ

ント等の運営に支障が無いよう配慮し、大会等主催者からも
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管理運営に対する高い評価を得た。 

Ａ 

◆ 計画に沿った人員配置、役割分担 

  事業計画に基づいた人員配置・役割分担を実施するととも

に、全職員が当協会スタンダード（行動規準）に基づいて行動

することにより、適正な管理運営の実現と利用者サービスのさ

らなる向上に努めた。 

   また、大会やイベント等で大規模な準備が必要な場合は、

職員の勤務時間を早めるなど勤務体制を調整し、大会・イベ

ント等の運営に支障が無いよう配慮し、大会等主催者からも

管理運営に対する高い評価を得た。 

◆ 超過勤務の有無 

  大雨・強風時の施設点検や、各種大会等の大規模行事及

び夜間利用等への対応、資格講習会への参加において、超過

勤務を行うことはあったが、労働基準法を遵守した適正な労

務管理上で行った。 

◆ 職員の接遇、服装 

  当協会独自に作成した接遇マニュアルを活用し、全職員を

対象とした接遇研修会を開催するなど、日常的に接遇の技

術・意識の向上に努めた。 

   また、支給した統一のブルゾン、ポロシャツ、ビブス、防寒

着、ネームプレートを着用することで利用者から施設管理者で

あることを認識し易くするとともに、職員一人ひとりが施設管

理者であり、サービス提供者であるという責任と自覚を促し、

利用者サービスのさらなる向上に努めた。 

   なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全職員

がマスクの着用、体調チェック、身体的距離の確保、こまめな

手指の消毒等を徹底した。 

 

・計画に沿った人員 

 配置、役割分担 

 

・超過勤務の有無 

 

・職員の接遇、服装 

最終評価 所  見 

Ａ 

・ 適正な労働時間の中で、資格講習会への参加、施設の供用

延長（夜間利用等）、各種大会の運営支援、大雨・強風時や地

震発生時の施設点検等、限られた人員で最大限の対応に努

めた点を評価する。 

 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、独自のマニ

ュアルに基づき、職員の出勤前の検温やマスクの着用等を徹

底し、感染予防に努めた点を評価する。 

 

・ 指定管理者の職員と、シルバー人材センターへ委託してい

る代行員との服装を区別化することにより、苦情がどちらから

出たのかを把握し、速やかに指導等を行うことにより、再発防

止に積極的に取り組んでいた点を評価する。 
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Ⅱ 利用者サービスの維持向上 

 １ 利用状況 

 利用の実績、施設の稼働率に向上が見られるか。あるいは減少した場合は合理的な理由が

あるか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ａ 

◆ 利用者数 

施設名 Ｒ４年度 Ｒ３年度 前年度比 
会津総合 

運動公園 
295,135 人 266,342 人 28,793 人 

鶴ケ城公園 97,928 人 79,126 人 18,802 人 
背炙山公園 5,703 人 11,403 人 ▲5,700 人 
門田緑地 12,214 人 11,923 人 291 人 
大川緑地 32,680 人 28,281 人 4,399 人 

大川南四合緑地 8,542 人 7,877 人 665 人 
蟹川緑地 1,435 人 2,140 人 ▲705 人 

計 453,637 人 407,092 人 46,545 人 
 
 ※受付施設 

若郷湖東公園 89 人 156 人 ▲67 人 

 
◆ 稼働率 

施設名 Ｒ４年度 Ｒ３年度 前年度比 
会津総合 

運動公園 
31.8％ 31.0％ 0.8％ 

鶴ケ城公園 32.7％ 28.4％ 4.3％ 
門田緑地 22.6％ 20.0％ 2.6％ 
大川緑地 19.1％ 17.6％ 1.5％ 

大川南四合緑地 38.3％ 43.1％ ▲4.8％ 
蟹川緑地 7.0％ 5.1％ 1.9％ 

計 29.9％ 28.0％ 1.9％ 
 
※受付施設 

若郷湖東公園 1.3％ 2.7 ％ ▲1.4％ 
 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症発生前の平成

30 年度と比較すると、都市公園施設全体で利用者数が

▲214,416 人となっているが、あいづドーム照明の LED 工

事や陸上競技場の改修工事など施設の休止期間等があった

ものの前年度比では、利用者数は４６，545 人増加した。 

 

・利用者数 

 

・稼働率 

最終評価 所  見 

 

Ａ 

・ 利用者数、稼働率は令和３年度から比べれば増加傾向にあ

ったが、令和４年度も新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、中止となった大会もあった。 

 

・ 指定管理者においては、感染拡大防止ガイドラインに基づ

き、安心安全に利用できる施設の管理運営に行い、利用促進



指定管理者評価シート 
令和４年度 都市公園施設 

に努めた点を評価する。 

 

・ 新型コロナウイルス感染症関係を起因として、利用日当日

のキャンセルになった場合には、返金に対応するなどしてトラ

ブル防止に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症の防止

対策にも寄与した対応であると評価する。 

 

 ２ サービス内容の向上 

 利用者サービスの向上のための取組を行っているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ｓ 

◆ 受付窓口（掲示板等）の状況 

   必要な情報を迅速かつ適切に提供できるよう受付窓口や

掲示板の整理整頓並びに適正な掲示に努め、利用者からの

問い合わせに対しては笑顔であいさつ・さわやかな対応・分か

りやすい説明を行った。 

   なお、新型コロナウイルス感染症対策として、各体育館の受

付窓口へは透明アクリル板を設置するとともに、定期的な消

毒を実施した。 

◆ 利便性向上の取組 

取  組 内     容 

供用日の拡大、

供用時間の延長 

利用者ニーズへ対応し、施設の有効

活用を図るため、夏休み期間中の練

習利用早朝貸出しや、冬期間融雪後

の屋外施設早期開放を実施した。 

利用料金の調整 

条例上発生する「全面利用」と「半面

利用×2」の料金差を無くし、安価な

方に揃えた。 

利用者登録制度 

施行規則で５日前までと定められて

いる利用申込み期限について、市と

協議のうえ、予約受付・利用料支払い

は当日の利用時間前まで、予約キャ

ンセルは前日の午前中までとした。 

R４年度登録数…団体 432 件 

個人 750 件 

窓口受付時間の

延長 

あいづ総合体育館、鶴ケ城体育館の

窓口受付時間を平日は午後７時まで

延長し、利用予約や利用料金受付、

施設利用中のサポートを行った。 

インターネットを

通じた施設予約

受付期限の延長 

インターネットを通じた市公共施設予

約システムでの施設予約及び予約キ

ャンセルの期限を延長し、利便性向上

および窓口での接触機会の低減を図

った。 

※予約受付…１ヵ月前～７日前を 

         ３ヵ月前～１日前に延長 

※キャンセル…利用日の５日前までを 

          前日の正午までに延長 

・受付窓口（掲示板 

 等）の状況 

 

・利便性向上の取組 

 

・見学への対応 

 

・電話応対 

 

・提案内容の履行の 

 状況 

 

・利用者サービス向上 

 のための柔軟な供用 

 の実施 
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鍵返却ボックス

の設置 

受付窓口から離れた場所に所在する

施設に照明点灯用鍵の返却ボックス

を設置し、施設利用の簡便化を図っ

た。 

運動用具の無料

貸出 

気軽にスポーツを楽しんでいただけ

るよう、各体育館において、各種スポ

ーツ用具とアルコール消毒剤を無料

で貸し出した。 

 

憩いの場の提供 

白虎池は単色の野鯉がほとんどだっ

たため錦鯉を放流し、鑑賞としてもよ

り楽しめるようにした。 

キッズコーナー

の設置 

あいづ総合体育館へキッズコーナー

を設置し、利用者の相互交流の場とし

て開放した。 

タイムリーな情

報提供 

市のコミュニケーションサービス「あ

いべあ」、あいづわかまつ市政だよ

り、当協会ホームページ、施設掲示板

により、新型コロナウイルス感染症の

関連情報や、施設利用案内、大会等

の開催状況、一部開催したスポーツ

教室の募集記事を掲載した。 

施設利用の簡便

化 

会津総合運動公園テニスコートのネ

ットを常設とし、利用時の負担軽減を

図った。 

便益施設の運営 

会津総合運動公園でお休み処とわん

ぱく広場前売店を運営し、公園利用

者へ飲食物を提供した。 

行事予定の掲示 

会津総合運動公園内で開催される大

会や各種イベントについて、新たに掲

示板を設置して利用者への周知を図

った。 

 

◆見学への対応 

事前のアポイントメントの有無に関わらず随時、丁寧な対応

と説明を行った。 

◆ 電話応対 

  年度当初や新規就業時に受講する接遇講習会で習得し

た知識を活かし、施設管理者・サービス提供者として、迅

速かつ丁寧な応対を行った。 

◆ 提案内容の履行の状況 

新型コロナウイルス感染症の影響により、不特定多数が参

加する形の自主事業については、昨年同様中止としたが、各

種スポーツ教室については、感染拡大防止ガイドラインに沿

い、感染症対策を講じながら開催し、スポーツ・レクリエーショ

ンの推進及び市民の健康増進の一助とした。 

また、各施設の花壇については、感染症対策を徹底したう

えで、市民との協働による園芸作業を実施し、都市緑化の推

進に努めた。 
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   加えて、上表の利便性向上の取組を着実に実施し、サービ

ス内容の向上に努めた。 

◆ 利用者サービス向上のための柔軟な供用の実施 

  利用者のニーズに応えるため、屋外施設の 3 月の早期開

放、12 月以降の降雪までの開放、屋内施設の 12 月 30 日ま

での貸出等、供用期間・時間の延長を継続したことは、利用者

サービスの向上につながったと考える。 

  令和４年度においては、新たに夏休み期間のあいづ総

合体育館、あいづ陸上競技場、鶴ヶ城体育館を午前７時

から早朝開放し、施設の有効活用および熱中症予防対策

として効果があったと考える。 

 

最終評価 所  見  

Ｓ 

・ インターネットを通じた市公共施設予約システムでの施設予

約及び予約キャンセルの期限を延長し、利便性の向上、施設

の有効活用及び窓口での接触機会を低減し、コロナ対策に努

めていた点を高く評価する。 

 

・ 利便性向上の取組として、窓口や掲示板に利用者にとって

必要な情報が迅速かつ的確に掲示されることや、接遇講習会

の実施など、これまでの取組を継続的に実施することに加え、

利用者からの提案や要望に応じた積極的な取組を行うなど、

施設利用者の満足度向上に努めている点を評価する。 

 

・ 利用者サービス向上のため、各施設の供用時間を早め、施

設の有効活用、熱中症予防に努めた点を高く評価する。 

 

 ３ 利用者からの意見抽出、苦情等の処理 

 利用者が意見を述べやすい環境を整備しているか。また、速やかに対応できる体制を整備

しているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ａ 

◆ 意見受付窓口等の設置 

意見の収集手段 内    容 回数 

ご意見箱 
各体育館、水泳場、背炙

山レストハウスに設置 
常時 

ホームページ 
当協会ＨＰに掲示板とメ

ールフォームを設置 
常時 

聞き取り 
利用者との日常のコミュ

ニケーションの中で実施 
常時 

アンケート調査 
練習等利用抽選参加登録

時に実施 
年１回 

  例年、上記の他に運営委員会を実施していたが、前年度に

引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実

施を見送った。 

 

・意見受付窓口等の 

 設置 

 

・意見、苦情等の記録 

 

・苦情等への対応状況 
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◆ 意見、苦情等の記録 

各体育館に苦情要望処理記録簿と苦情要望対応報告書を

備え付け、意見、苦情等の内容と対応状況を記録するととも

に、毎朝のミーティングや、週例・月例の内部会議、回覧等に

よる情報共有を行った。 

また、市へ意見苦情等の内容と対応状況を四半期ごとに報

告した。 

◆ 苦情等への対応状況 

  利用者の意見を尊重し、迅速かつ的確な対応を基本として

いるが、早急な対応が困難なものについては、十分な説明に

よりご理解頂けるよう努めた。なお、市との協議が必要な事項

については、速やかに市に相談した。 

利用者からの意見・要望に対応した一例として、夏休み期

間の施設早朝開放や、鶴ヶ城公園弓道場への竹垣・防矢ネッ

ト設置、あいづ球場Ｌ字ネットの補修、わんぱく広場四阿背も

たれ補修、南四合緑地の犬散歩の注意看板設置などが挙げ

られる。 

 

最終評価 所  見 

Ａ 

・ 各体育館や水泳場、背炙山公園レストハウスに設置された

ご意見箱、ホームページ等により、要望や苦情等を聴取しよう

と努めていたと評価する。 

 

・ 利用者からの意見・要望に対応した一例として、夏休み期

間の施設早朝開放や、鶴ケ城公園弓道場への竹垣・防矢ネッ

ト設置、あいづ球場Ｌ字ネットの補修、わんぱく広場四阿背も

たれ補修、南四合緑地の犬散歩の注意看板設置など、様々な

要望に対して柔軟かつ的確に対応することにより、利用者の

利便性向上をはじめ、スポーツ振興等にも寄与した点につい

て評価する。 

 

・ 意見、苦情等に対しては、迅速かつ的確な対応に努めると

ともに、早急な対応が困難なものについては、十分な説明によ

り理解して頂けるよう努めていた。また市との協議や内部での

情報共有により対応方針の共有化と更なるサービス向上に努

めていたと評価する。 
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 ４ 広報、ＰＲ活動 

 積極的な広報、ＰＲ活動を行っているか。また、その内容は適切か。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ａ 

◆ 広報誌、PR 誌等の作成 

  多くの事業が新型コロナウイルス感染症の影響により中止

となったため、発行が１回のみではあったが、市内全戸へ広報

誌「みどり」を配布し、スポーツ教室、園芸教室、自然観察会等

の自主事業や施設無料開放日のお知らせ等を掲載した。 

◆ チラシ等の作成 

   自主事業の PR 及び参加者募集チラシを作成し、関係各所

への配布を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影

響により、該当する事業（全国統一かけっこチャレンジ・各まつ

り）が中止となったため、作成を取り止めた。 

◆ ホームページによる PR 

  新型コロナウイルス感染症への注意喚起や国・県・市による

感染症拡大防止対策を都度最新の情報に更新・改訂しながら

掲載した。 

   また、施設利用 WEB 抽選や各種教室等自主事業の募  

集要項等を掲載することで、施設の有効利用の促進と自主事

業の PR に努めた。 

なお、ホームページに掲載した情報については、各体育館

窓口やロビー、施設掲示板にも掲示することで、インターネッ

ト環境のない利用者へも周知されるよう努めた。 

◆ 情報提供のパンフレット 

  簡易版の管理施設一覧表と、当協会案内リーフレットを各

体育館に備え付け、必要に応じて活用した。 

 

・広報誌、PR 誌等の 

 作成 

 

・チラシ等の作成 

 

・ホームページによる 

 ＰＲ 

 

・情報提供のパンフ 

 レット 

最終評価 所  見 

Ａ 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、大規模行事やプ

ロスポーツ興行、各種自主事業等の多くの事業が中止となっ

たが、広報誌を発行することにより、指定管理者の取組等を

広く市民に広報したことについて評価する。 

 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策や、施設の有用利

用や自主事業のＰＲなどをホームページや施設掲示板に掲載

し、利用者へ迅速かつ的確な情報発信に努めた点を評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 自主事業の実施状況 

 計画した事業が適切に実施されているか。また、内容は効果的なものであったか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ａ ◆ 計画事業の実施の有無 ・計画事業の実施の 

 有無 



指定管理者評価シート 
令和４年度 都市公園施設 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、当初計画していた

「会津総合運動公園まつり・冬まつり」「全国統一かけっこチャレ

ンジ」 を中止としたが、各種スポーツ教室や、当協会理事長杯ス

ポーツ大会を感染拡大防止ガイドラインに沿い、適切に感染症

対策を講じながら実施した。 

また、都市緑化推進事業として、直営で育成した花苗の定植と

市内各公共施設への配布や、各施設の花壇整備等を計画に基

づき実施した。 

◆ 事業の効果 

  事業の実績については、下表のとおりとなり、スポーツ・レクリ

エーションの振興や都市緑化推進、市民の相互交流と健康増進

等に一定程度貢献したと考える。 

事業の内容 人数・生産数等 

花苗生産 
（ビオラ・ベゴニア・マリーゴールド・チューリッ

プ、菜の花） 

計 42,194 本 

施設の無料開放 
（運動公園テニスコート・あいづ陸上競技場・鶴

ヶ城体育館・門田緑地テニスコート・会津水泳

場） 

計 603 人 

花苗の安価販売：１鉢 50 円 
（ビオラ・ベゴニア・マリーゴールド） 

チューリップ球根販売：12 球 500 円 

計 3,266 鉢 

計 125 袋 

春の園芸教室 計 13 人 

ラベンダースティック作り体験教室 計 11 人 

各種スポーツ教室 
（バドミントン・ターゲットバードゴルフ・健康体

操・ノルディックウォーキング・シニア健康エクサ

サイズ） 

 計 4,724 人 

理事長杯スポーツ大会 
（ミニバスケ・テニス） 

バスケ 計２７チーム 

テニス 計３４人 
 
◆ ニーズの把握、反映 

新型コロナウイルス感染症の影響により、人々の生活が大きく
変化したことで、施設利用者のニーズも従来とは異なるものがで
てきているが、日常コミュニケーションの中での聞き取りや、ご意
見箱等により、積極的に利用者の声を収集し、的確なニーズの
把握に努め、事業の実施内容に反映させた。 

◆ 事業の改善の取組 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況を注視し、開催の是非

や、実施方法及び内容の再検討・見直し、チェックリストを用いた

感染症拡大防止策の徹底を行うことで、事業が安全安心に参加

できるものとなるよう努めた。 

 

 

・事業の効果 

 

・ニーズの把握、反

映 

 

・事業の改善の取組 

 最終評価 所  見  

Ａ 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、当初計画していた

多くの事業を中止せざるを得ない状況であったが、春の園芸教

室や、一部のスポーツ教室、スポーツ大会については、感染拡大

防止ガイドラインに基づき適切に感染症対策を講じながら実施し

たことを評価する。 
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Ⅲ 維持管理 

 １ 施設、備品等の適切な維持管理 

 施設、備品等が適切に管理され、良好な状態に保たれているか。 

 自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ｓ 

◆ 施設の保守点検の実施の有無 

市都市公園指定管理仕様書並びに同維持管理特記 仕

様書に基づき、当協会直営または第三者委託により適正に

実施し、利用者の安全・安心の確保と快適な施設利用によ

る利用者の満足度の向上に努めるとともに業務の一部を委

託する第三者については、暴力団等を排除することに加

え、市内事業者を優先するよう配慮した。 

また、施設点検マニュアルに沿い、チェックシートを活用

した日常点検を実施し、施設の保全状態の把握に努めると

ともに、グラウンドや芝生管理に関しては、有資格者による

適切な維持管理を実施した。 
◆ 施設の損傷の有無 

  各施設において経年劣化等による損傷があったが速や

かに修理を行い、大規模な修理が必要な箇所については市

へ報告した。 

施 設 名 主な損傷及び修理内容 

あいづ総合体育館 

音響設備修理 

弓道場鉄扉修理 

サブアリーナ水銀灯修理 

事務所照明ＬＥＤ化改修工事 

あいづ球場 
本部席天井張替え工事 

散水栓交換工事 

あいづドーム 照明 LED 化改修工事 

多目的ＡＢグラウンド 
側溝木製蓋交換 

仮設ゲート設置 

サッカー・ラグビー場 駐車場区画線・車止め工事 

わんぱく広場 
遊具修理 

時計塔修理 

会津総合運動公園 

合併浄化槽調整ポンプ、開閉

器、放流ポンプ修理 

公園東側園路舗装工事 

体育館東側駐車場地盤改良工事 

鶴ヶ城体育館 

正面入口自動ドア修理 

受水槽内梯子修理 

非常用予備発電装置起動試験 

会津水泳場 更衣室トレイ修理 

第二球場 給水管一部更新工事 

 

背炙山公園 水源地揚水漏水修理 
 

・施設の保守点検の 

 実施の有無 

 

・施設の損傷の有無 

 

・備品台帳の整備状況 

 

・備品の損傷の有無 

 

・施設、備品の修繕の 

 実施状況 
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◆ 備品台帳の整備状況 

市から引き継いだ台帳を配置しており、変更等があった

場合には市へ漏れなく報告した。 

◆ 備品の損傷の有無 

  経年劣化等による損傷があったが、速やかに修理した。 

 

◆ 施設、備品の修繕の実施状況 

上表のとおり、経年による損傷箇所が増加しているが、

利用者への影響を最小限に抑え、安全な利用を確保できる

よう、早急かつ適切な修繕を実施した。 

 

 最終評価 所  見  

 

Ｓ 

・ 施設の保守点検や管理は、仕様書に基づき適切に実施さ

れていた。また、施設点検マニュアルに沿い、チェックシート

を活用した日常点検を実施し、施設の保全状態の把握に

努めるとともに、グランドや芝生管理に関しては、有資格者

による適切な維持管理を実施したことを評価する。 

 

・ 備品台帳は適正に整備されており、備品の状態把握や管

理も適切に行われていたと評価する。 

 

・ 施設、備品ともに経年劣化が進む中で、計画的で適切な

維持管理を実施するとともに、日々の点検で損傷が発見さ

れた場合に速やかな修繕を行うことで、利用に支障がない

よう努めた点を高く評価する。 

 

・ 利用者からの要望・苦情に基づく修繕に対しても、予算を

調整しながら、市と協議のうえ、50 万円以上の修繕を４件

実施し、利用者の安全・安心につなげており、可能な限り速

やかに対応した点を高く評価する。 

 

 

 ２ 清掃業務 

施設名 主な損傷及び修理内容 

あいづ総合体育館 事務所空気清浄機購入 

テニスコート テニスネット補修、更新 

あいづドーム テニスネット補修 

会津総合運動公園 

ホイールローダー修理 

管理用機械修理 

乗用モア購入 

畔草刈機購入 

鶴ヶ城体育館 
卓球台更新（１台） 

事務所空気清浄機購入 

会津水泳場 ＡＥＤ購入 
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 清掃が適切に行われ、利用者が快適に利用できる環境が維持されているか。 

 自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

◆ 清掃業務の実施状況 

当協会が作成した詳細な仕様書による日常清掃及び定

期清掃のほか、子供達が大勢利用する会津総合運動公園

内の噴水や青龍池については、利用状況や気象条件を考

慮した特別清掃を行うなど、より安全で快適な利用環境の

提供に努めた。 

トイレ等の水回りについては良好な衛生環境の維持に努

め、前年同様、スリッパ整頓ラックの設置や清掃回数の増

加、仮設トイレへの洗浄剤入り用水の投入等を実施し利用

者が快適に過ごせる環境づくりを心がけた。 
また、会津水泳場については、専門業者への委託による

きめ細かな清掃を実施するなど、より安全で快適な利用環

境の提供に努めた。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに

沿い、ドアノブやロッカーの取手、水洗トイレのレバー、スリ

ッパ等、施設各所の消毒をチェックリストを活用しながら実

施し、感染症拡大防止に努めた。 

◆ 消耗品の補充 

  利用者の不便とならないよう、頻繁に在庫数の確認と補

充を行った。 

   アルコール消毒液については、各体育館へ非接触型の噴

霧器を設置し、こまめに液剤の補充を行った。 

◆ 除草等の状況 

年間維持管理計画に沿いつつも、毎年変動する気候条

件を勘案し、適切な時期に実施した。 

また、除草作業に従事する全員が刈払機取扱作業者安

全衛生教育を受講し、作業中の事故が起こらないよう十分

に留意した。 

令和４年度においては、乗用草刈機の更新や畦草刈機を

新たに導入し、除草作業の効率化を図った。 

◆ 庭園等の整備状況 

  当協会の芝草管理技術者や庭師による指導のもと、病害

虫や樹木等の状態に合わせ、消毒や整姿剪定、雪囲い等の

作業を適切な時期に実施した。 

   また、整姿剪定等に従事する職員は伐木等特別教育を受

講し、作業中の事故が起こらないよう十分に留意した。 

 

・清掃業務の実施状況 

 

・消耗品の補充 

 

・除草等の状況 

 

・庭園等の整備状況 

 最終評価 所  見  

 

Ａ 

・ 清掃業務について、経費の増額は難しい中でも、曜日ご

とに清掃する箇所を決め、その空いた時間に消毒業務を実

施することで感染症対策に努め、さらに、現在までクラスタ

ーを発生させていない点について評価する。 
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・ 専門業者への第三者委託と直営作業を組み合わせて的

確に実施するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、利用者の衛生面への関心が高まる中、施設内の消毒

チェックリストを活用し、きめ細やかな消毒作業を実施し、

感染拡大防止に努めたことを評価する。 

 

・ 除草作業においては、従事する全員が刈払機取扱作業

者に対する安全衛生教育を受講した上で、安全に配慮し作

業を実施し、また、乗用草刈り機の更新や畦草刈機を新た

に導入し、除草作業の効率化を図った点を評価する。 

 

・ 庭園等の整備においては、芝草管理技術者や庭師（造園

技能士）等の専門知識を有する者の指導のもと、樹木の適

正な維持管理及び整姿剪定を行い、主体的に緑化推進に

努めていたことを評価する。 

 

 ３ 施設の安全性の確保 

  利用者にとって安心、安全な環境が維持されているか。また、事故、災害発生時の危機管

理体制は適切に構築されているか。 

 自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ｓ 

◆ 警備体制の整備 

専門技術を有する警備会社への第三者委託を行い、マグ

ネット式、人感式、赤外線式センサーによる機械警備を導入

し、警備体制の強化を図った。 

◆ 巡回等の実施状況 

職員及び委託代行員による巡回を適宜行うとともに、あ

いづ総合体育館、あいづ球場、あいづドーム、あいづ陸上競

技場及び鶴ヶ城体育館については、防犯カメラを活用して利

用者の安全性の確保に努めており、新たにわんぱく広場に

防犯カメラを設置して巡視体制を強化した。 

また、近隣でクマによる人身被害が発生したことから、わ

んぱく広場東側入口２ヶ所をフェンスで閉鎖し、クマの侵入

防止を図った。 

なお、強風や大雨等が発生した際は巡回後に被害状況等

を市へ報告した。 

◆ 鍵の保管状況 

  鍵は専用のキーボックスに整理し、適正に保管した。 

◆ 施錠の体制 

  利用に合わせて施設の施錠、確認を適切に行った。特に、

利用終了後の最終退館時に施錠漏れ等が無いようチェック

表を活用するなど、施錠体制に万全を期した。駐車場につい

ても不正利用を防止するため、利用終了後に施錠した。 

◆ 非常時対応マニュアルの整備 

  当協会独自の危機管理規程を定めており、施設の管理運

・警備体制の整備 

 

・巡回等の実施状況 

 

・鍵の保管状況 

 

・施錠の体制 

 

・非常時対応マニュ 

 アルの整備 

 

・非常時連絡体制の 

 整備、周知 

 

・利用者への注意 

 喚起 

 

・研修、訓練の実施 

 状況 
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営に携わる全職員及び委託代行員に規程を配布し、年度当

初や新規就業時に研修会を実施することで、規程に基づく

対応を徹底できるよう努めた。 

また、災害時初動活動マニュアルを整備しており、職員が

勤務時間内外にかかわらず、速やかに初動体制を確立し、

的確な対応をとることができるよう努めた。 

◆ 非常時連絡体制の整備、周知 

緊急連絡先一覧表を作成し、全職員及び委託代行員に配

布するとともに、事務所内への掲示により周知した。 

◆ 利用者への注意喚起 

  施設内外に盗難防止や事故防止、熱中症予防、落雪  

注意を呼びかける掲示を行い、防犯と安全確保についての

注意喚起を行った。 

会津総合運動公園内へ、注意喚起や非常時における避難

誘導用の園内放送用設備を整備した。 

   また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「正しい

手洗い」「手指の消毒」「マスクの着用」「三密の回避」「感染

リスクの高い行動の自粛」「新しい生活様式」「感染拡大防止

ガイドライン」、国・県・市による各「感染症拡大防止策」等の

各種啓発ポスターを施設入口や窓口、洗面所等に掲示し

た。 

なお、施設入口や窓口へ消毒液を設置するとともに、あい

づ総合体育館、あいづドーム、あいづ陸上競技場、鶴ヶ城体

育館へ市により設置されたサーマルカメラを活用し、来館者

の体温チェックを行うなど、感染拡大防止に努めた。 

◆ 研修、訓練の実施状況 

  危機管理規程についての研修会をはじめ、非常時の消防

設備操作研修を含めた消防訓練の実施により、非常時に迅

速かつ的確な対応が行える体制づくりに努めた。 

また、各施設に設置してある AED を適正に使用できるよ

う、全職員が普通救命救急講習 I を修了し、消防本部よりあ

いづ応急手当ステーションに認定されている。 

今年度においては、管理作業の安全確保と効率化を図る

ため、高所作業車運転特別教育とフルハーネス型安全帯使

用作業特別教育を受講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最終評価 所  見  

 

Ｓ 

・ ＡＥＤを適切に使用できるよう全職員が普通救命救急講

習 I を修了し、消防本部よりあいづ応急ステーションに認定

され、また、管理作業の安全確保と効率化を図るため、高

所作業車運転特別教育とフルハーネス型安全帯使用作業

特別教育を受講し、万全の体制と整えていた点を高く評価

する。 

 

・ あいづ総合体育館、あいづ球場、あいづドーム、あいづ

陸上競技場及び鶴ケ城体育館については、防犯カメラを活
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用して利用者の安全性の確保に努めており、新たにわんぱ

く広場に防犯カメラを設置して巡視体制の強化に努めた点

について、高く評価する。 

 

・ 施設の警備にあたっては、警備会社への第三者委託、職

員等の巡回、防犯カメラが設置されている。また、近隣でク

マによる人身被害が発生したことから、わんぱく広場東側

入口２ケ所をフェンスで閉鎖し、クマの侵入防止及びパトロ

ール強化に努め、施設の安全確保を図った点を高く評価す

る。 

 

・ 台風等による大雨や地震の際の被害状況の確認、市への

報告が適切に行われていたと評価する。 

 

・ 危機管理規定、緊急連絡先一覧の周知徹底を図るととも

に、災害時初動活動マニュアルを整備や研修会を実施して

おり、速やかに初動体制を確立し、的確な対応をとることが

できるよう努めた点を評価する。 

 

・ 利用者へ対して、盗難防止、熱中症予防等の注意喚起を

行い、また、イベント主催者へ許可書を郵送する際には、コ

ロナ・熱中症対策のチラシを同封して事件事故の未然防止

に努めた点を評価する。 

 

Ⅳ 収支の状況 

 １ 財務状況 

 管理運営にあたり、適切な経理を行っているか。また、財務状況に問題はないか。 

 自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

◆ 経理書類等の整備状況 

  総勘定元帳、予算整理簿、現金出納簿、各種受払簿、支

出命令書等を作成し、適正に整理・保管した。 

◆ 経理担当の設置の有無 

  総務課に経理担当者を置き、会計ソフトを活用して適正

な経理と全体予算の管理を行った。 

◆ 伝票の保管状況 

   各伝票を種別・科目別に整理し、所定の場所へ保管した。 

◆ 通帳、印鑑の保管状況 

  金庫を複数設置し、厳重に保管するとともに、通帳と印鑑

を別々に保管することで、複数の確認を要する体制を整

え、事故等の防止に努めた。 

◆ 不明瞭な支出の有無 

  不明瞭な支出は無かった。 

◆ 予算、決算の乖離 

・経理書類等の整備 

 状況 

 

・経理担当の設置の 

 有無 

 

・伝票の保管状況 

 

・通帳、印鑑の保管 

 状況 

 

・不明瞭な支出の有無 

 

・予算、決算の乖離 

 

・外部監査の実施 

 

・収支のバランス 
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収入については、予算対比で 101.3％、支出について

は、予算対比で 10１.1％となり、収支合計額での大幅な乖

離はなかったが、前年から引き続く新型コロナウイルス感染

症の影響により、利用料収入については、予算対比で 

95.2％となった。 

◆ 外部監査の実施 

  外部監査は実施していないが、税理士による指導を受

け、予算の適正管理に努めた。 

◆ 収支のバランス 

施設利用が回復傾向にあることから利用料収入は増加

したが、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢の影響

により、電気料や燃料費さらには管理用資材等の高騰によ

る大きな影響があったが、自主事業の一部中止や業務委

託経費の減少等により、黒字を確保できた。 

 

 最終評価 所  見  

 

Ａ 

・ 経理書類の整備状況、保管状況及び通帳と印鑑の保管

状況は適切であり、また、会計システムの導入や税理士に

よる指導等によって、適正かつ明瞭な経理に努めていたと

評価する。 

 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、施設利用料金

収入等が減収となり、さらに電気代の高騰による影響があ

ったものの、経費削減の取組等により決算は黒字となった

ことを評価する。 

 

 

 ２ 利用料金の収入実績 

 収入の実績は伸びがみられるか。また、収入確保の方策は適切か。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ａ 

◆ 収入実績、◆収入の伸び率 

施設名 Ｒ４年度 Ｒ３年度 前年度比 

総合運動公園 
16,538,159

円 

15,646,085

円 
 5.7％ 

鶴ケ城公園 3,880,280 円 3,818,182 円  1.6％ 

門田緑地 830,250 円 769,895 円 7.8％ 
キャンセル等に

よる還付返金 
▲484,572 円 ▲852,920 円 ▲43.2％ 

計 20,764,117

円 

19,381,242

円 
7.1％ 

  
利用料収入は前年度比で 1,382,875 円増加したが、

新型コロナウイルス感染症の影響が無かった平成 30 年

度と比較すると 1,714,376 円の減となっており、プロ

スポーツ興行の開催中止や利用者数の減少が大きな要

因となっている。 

 なお、減免額は 25,901,418 円となり、利用料総額に

・収入実績 

・収入の伸び率 

・収入確保に向けた取

組 
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対する減免額の割合は、54.9％となった。 

◆ 収入確保に向けた取組    

インターネット申込期限の延長や、利用手続きの簡素化、

供用期間・時間の延を継続して実施するとともに、適切な感

染症対策を講じながらスポーツ教室などの自主事業を開

催することで、感染症拡大防止ガイドラインに対応した施設

の利用促進を図り、利用料金収入の確保に努めた。 

 

最終評価 所  見 

Ａ 

・ 令和４年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響

により、各種大会やプロスポーツ興行が中止または無観客

になるなど、コロナ禍前と比べると利用料金収入は減少し

ているが、指定管理者としては、感染拡大防止ガイドライン

に基づき、適切な対策を講じて自主事業を開催するなどし

て利用促進を図ったことを評価する。 

 

・ 新型コロナウイルス感染症に関する当日キャンセルにつ

いても返金に応じていることから、利用者が安心して施設

申込ができることや、利用者の利便性向上に寄与している

点を評価する。 

 

 ３ 経費の節減 

 適切な経費の節減に向けた取組が行われたか。また、効果が現れているか。 

 自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ｓ 

◆ 取組の有無 

再委託業務の入札や、複数年契約の実施などにより再委

託料の節減に取り組み、一定の効果をあげたと考える。  

また、こまめな照明の消灯や、エアコン、ボイラーの適正

温度管理を実施するとともに、掲示物や呼び掛けによる利

用者への省エネルギー啓蒙にも努めた。 

なお、照明の減灯時には、利用者の安全を第一に考え、

利用上適正な照度を確保し、事故等が発生しないよう十分

に留意した。 

加えて、事務経費については、まとめ買いによる印刷用

紙等の消耗品購入単価節減、印刷時の両面利用や裏面再

利用、インターネット活用による文書のペーパーレス化な

ど、用紙代や送料の節減にも努めた。 

令和４年度においては、あいづドーム内全照明及びあい

づ総合体育館事務室内照明をファイナンスリース契約によ

りＬＥＤへ変更し、電気料の大幅な削減が図れた。 

◆ 取組の効果 

  実施してきた各種の節減策は、経費の節減だけでなく、

資源の節減と地球環境負荷の軽減にも繋がるものであり、

節減額以上の効果があったものと考える。 

 

・取組の有無 

 

・取組の効果 
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 最終評価 所  見  

Ｓ 

・ 再委託業務の入札や複数年契約による委託料の削減、 

省エネの取組、文書のペーパーレス化に加え、令和４年度 

においては、あいづドーム内全照明及びあいづ総合体育 

館事務室内照明をファイナンスリース契約により LED へ 

変更し、電気料の大幅な削減が図れた点について、高く評

価する。 

 

Ⅴ その他 

 １ 市、関係機関及び地域との連携等 

 市、関係機関、地域との連携体制が適切に構築されているか。また、その他前記までの評

価に合致しなかった取組について評価を行う。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ａ 

◆ 市、関係機関及び地域との連携等 

  市体育協会加盟団体等、関係機関の関係者を当協会     

の理事、評議員に選任するなど、日常的に施設の管理運営

その他全般について意見交換できる環境を整え、連携体制

の構築・強化に努めた。 

    都市公園施設の管理運営にあたっては、利用者の目線に

立った管理運営を行うとともに、地域住民や関係機関との

連携を維持することで、各施設が市民の憩いの場・交流の

場としての認知・関心を得られたと考える。 

鶴ヶ城体育館では、市地産地消登録団体による農産物

販売を実施し、市民の相互交流の一助とした。     

令和４年度においても、国・県・市による新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止策をホームページや貼り紙等によって

周知し、利用者の安全確保と、感染症拡大防止に努めた。 

また、各種スポーツ教室を感染症拡大防止ガイドライン

に沿い開催することで、施設の有効活用ならびにスポーツ・

レクリエションの推進、市民の健康維持につなげることがで

きたと考える。 

   さらに、練習等利用予約抽選については、引き続き市情

報統計課と連携し、市公共施設予約システムによるオンラ

インでの抽選申込を可能とすることで、利用者の利便性向

上や、抽選会場へ参集することによる新型コロナウイルス感

染症のリスクを回避することができた。 

◆ 人材育成 

人材育成の一環として、施設の管理運営に関連する資

格の取得にあたっては、費用の全額を当協会が負担するこ

とにより資格を取得しやすい環境を整備し、職員一人一人

のスキルアップをサポートした。 

職員提案制度において、利用者サービスの向上や業務

の改善・効率化、経費に資する提案をした者を表彰するこ

とにより、職員の意識向上並びに管理運営業務内容の向

上を図った。 

・その他 

 

・特記事項 
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令和４年度においては、高所作業車運転安全衛生教育、

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育を受講し、資格

取得後は管理作業へ活かした。 

 

最終評価 所  見 

Ａ 

・ 市情報統計課と連携し、オンライン抽選申込機能を構築

することにより、接触の機会を減らすことによる新型コロナ

ウイルス感染症のリスク回避は基より、利用者の利便性向

上に寄与した点を評価する。 

 

・施設の管理運営に必要な資格を取得させるなど、人材育  

成に努めた点を評価する。 

 

 

Ⅵ 総合評価 

 １ 総合評価 

 指定管理者として適切な管理運営を行っており、利用者サービスの向上や効率化が十分に

図られているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

Ａ 

令和４年度おいても、市都市公園条例及び指定管理者

仕様書に基づき、施設の設置目的等について十分に理解

をしたうえで、市と適宜協議を行いながら、各施設の特性

をとらえた柔軟かつ適切な管理運営を行った。 

   管理運営においては、利用者ニーズの把握・反映に努め

るとともに、あいづドーム照明ＬＥＤ化改修工事、あいづ球

場本部席天井張り替え、あいづ総合体育館施設案内表示

など、利用環境の改善に努めた。 

管理施設は経年により修繕箇所が増加しているが、予防

保全型による維持管理により、わんぱく広場複合遊具修理

や、あいづ総合体育館音響設備修理、あいづ球場散水栓

修理等を実施し、施設の劣化の早期発見、修繕に努め、利

用者への影響を最小限に抑えることができた。 

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市と

連携して作成した感染拡大防止ガイドラインに沿い、適切

な感染症対策を徹底するとともに、ホームページ、貼り紙等

による周知など、国・県・市の対策が最大限の効力を発揮

するよう協力した。 

なお、感染症対策を講じながら開催された大規模行事に

際しては、長年の管理経験・有資格者による知識を活か

し、円滑かつ安全な大会運営を行えるよう支援した。 

収支については、ウクライナ情勢の影響による電気料や

燃料費、管理用資材の高騰等、施設管理運営において大

きな影響があったが、自主事業の中止や市からの補助金に

より黒字が確保できた。 

コロナ禍においても、適切な感染症対策等により市民を

はじめとする利用者が平等にスポーツに親しめる機会を提
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供できたことは、利用者サービス水準の維持につながった

と考える。 

令和４年度の施設利用者数は、新型コロナウイルス感染

症発生前の水準には届かないながらも、前年度比では 4

万 6 千人以上増加しており、今後も感染拡大防止ガイドラ

インに沿い、適切な感染症対策を講じながら、施設の有効

活用を促進する。 

   また、社会情勢を注視し、利用者ニーズを的確に捉えな

がら、各施設の PR 及び利用者サービスの維持向上に努め

るとともに、市、関係機関および地区体育連盟等と連携し、

各施設が市民の憩いの場や地域コミュニティの場として、

施設の効用を発揮し、市民の相互交流と健康増進に供する

よう努める。 

令和５年５月以降は、新型コロナウイルス感染症が５類感

染症に引き下げられ、市民の生活も徐々に以前のように戻

っていくことが予想されるが、施設の管理運営も以前に戻

るだけでなく、より良いものとなっていくよう、施設の適正管

理と利用者の利便性向上ならびに安全安心な施設づくりに

努める。 

 

 最終評価 所  見  

A 

令和４年度も前年度に引き続き新型コロナウイルス感染

症の影響により、各種イベント・大会の中止や、無観客試合

などによる利用料金収入の減収などをはじめ、感染症防止

対策、さらには変化する利用者のニーズなど、例年とは異

なる様々な事案等があったものの、利用者に影響を及ぼさ

ないようにしながらも、積極的な経費節減の取組や工夫に

よる良好な経営の維持や、感染症防止マニュアルに基づ

く、適切な感染症対策の実施、利用者からの感染症対策の

要望に対する速やかな対応など、様々な取組を積極的に実

施していた。 

また、施設の維持管理については、仕様書に基づき適切

に管理されており、施設、備品ともに経年劣化が進む中で

も、計画的で適切な修繕を実施するとともに、感染症対策

として施設内の消毒を含めた清掃業務を実施することで、

利用者に支障が無いよう対応していた。 

さらに、利用者からの意見や要望を反映した積極的な施

設整備や、オンライン抽選申込機能を構築することにより、

利用者サービスの向上が図られている。 

以上のことから、指定管理者として適切な施設の管理運

営と市民サービスの提供がなされていると評価する。 

 


